


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

長崎市入札監視委員会の審議経過及び結果 

 

１ 概 要 

建設工事の入札及び契約のより一層の透明性の確保並びに公正な競争の促進を

図る目的のもとに、次のとおり本委員会を３回開催し、令和７年１月から令和７年

９月までに長崎市が発注した入札・契約手続きの適正性の審議等を行った。 

〔開催状況〕 

委員会 開 催 日 時  間 内 容 

第1回 令和７年７月28日（月） 10：00～12：00 
抽出事案等の審議 

第2回 令和７年11月17日（月） 10：00～12：00 

第3回 令和８年２月10日（火） 10：00～12：00 報告書まとめ 

 

２ 審議内容 

⑴  抽出事案 

建設工事の抽出事案の審議対象は、長崎市が令和７年１月１日から令和７年 

９月３０日までに発注した１件の予定価格が１３０万円を超える建設工事であ

り、その内訳は、次の「令和７年発注工事内訳」のとおりである。 

〔令和７年発注工事内訳（審議対象工事内訳）〕 

区   分 発注総件数 審議対象件数 

①  制限付一般競争入札 ３００件 １９件 

②  随意契約 １５件  １件 

合  計 ３１５件 ２０件 

 

発注工事３１５件から各委員において抽出を行い、２０件を審議対象工事とし
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て審議を行った。 

委員会の審議においては、長崎市が発注した建設工事に係る入札・契約手続き

の全般的な運用状況について報告を受けるとともに、抽出した審議事案ごとに

「抽出事案説明書」、「入札・見積執行書」、「関係図面」等の関係資料に基づき、

財務部及び各発注部局から入札参加資格の設定方法や理由及び入札・契約の経緯

等の説明を受け、質疑を行った。 

各回で抽出された事案件数は以下のとおりである。 

〔抽出事案件数〕 

第1回 横尾アパート13・14号棟13住戸改善工事  ほか９件 

第2回 浜平2丁目（径１５０粍）配水管布設工事 ほか９件 

 

⑵  指名停止状況の報告 

長崎市発注工事等での工事関係者事故などによって指名停止となった案件の

報告を受け、制度に沿った措置が行われたか確認した。  

〔指名停止措置状況〕 

委員会 報告対象期間 件数 業者数 

第1回 令和７年１月１日 ～ ６月30日 ８件 １０者 

第2回 令和７年７月１日 ～ ９月30日 １件  １者 

合  計 ９件 １１者 

 

３ 審議結果と提言 

令和７年１月から令和７年９月までに発注された建設工事のうち、当委員会が抽

出した事案に関し、一般競争入札参加資格の設定の経緯、随意契約とした経過及び

相手方を選定した理由並びに入札又は見積の経緯等について審議を行った結果、同

期間中の入札・契約手続きについて、不適切な点等は認められなかった。 

審議の中における特記すべき意見は次のとおりである。 
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（１） 継続して行われている施設補強など一部の工事においては、入札参加者数

が少なく、同一業者の落札が続き、結果として落札率が高くなっている。 

この状況は、市場における競争原理が十分に機能していない可能性を示唆

しているため、入札への参加を広く呼びかけるなど、競争性を最大限に高め

るための積極的な取り組みを要望する。 

 

（２） 令和６年度の報告書における「最低制限価格の範囲内に複数の入札があっ

た場合のランダム係数の算出方法や最低制限価格率のあり方について研究し

て欲しい。」との提言に対し、事務局より他都市の事例、過去の入札データ分

析に基づく試案が示されたことから検討を行った。 

しかしながら、検討の過程で解決すべき課題も浮き彫りとなったことから、

より実効性の高い制度の構築、及び財政的損失の抑制を最終的な目標とし、

令和８年度も引き続き研究・検討を継続して欲しい。 

 

（３） 令和６年度の本委員会での指摘を踏まえ、入札辞退等の理由による不調案

件に対し、ヒアリング項目を統一して聞き取りを実施するなどの対策を講じ

た結果、一定の効果が得られた点は評価する。 

一方で、入札時に提出する内訳書不備への対応については、ホームページ

上での注意喚起に加え、不備により失格となった事業者への個別指導を行っ

ているものの、内訳書不備による失格件数は横ばいで推移しており、改善に

は至っていないことから、事業者への更なる周知徹底や様式の見直し等も含

め、実効性のある入札不調・不落対策について、引き続き研究・検討をして欲

しい。 

 

（４） 施工時期の平準化は、円滑な施工体制の構築に加え、労働環境の改善（長

時間労働の是正や休日の確保等）や経営の安定化、さらには公共工事の品質

確保に不可欠な取組である。 

長崎市において「債務負担行為」や「余裕期間制度」の活用など平準化が一

定程度進んでいることは評価できるが、依然として課題は残る。今後も平準

化への努力を継続し、持続可能な建設業界の実現に繋げることを期待する。 
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